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宮崎海洋高等学校部活動運営方針

１ 目標

（１）本校教育活動の一環として、生徒にスポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の

向上や責任感、連帯感の涵養等、本校がめざす資質・能力の育成に資するよう努める。

（２）規律ある活動により、共に尊重し合いながら共働して目標を達成していく態度を育成で

きるよう努める。

（３）生徒が自ら自他の健康・安全に留意し、危険を予測し、回避し、また対処できる能力を

育めるよう配慮する。

２ 基本方針

（１）１学年においては、原則として部活動に加入させ、早期に学校生活に慣れさせるととも

に、のぞましい人間関係が醸成されるよう支援する。なお、生徒が自主的かつ継続的に

習い事やボランティア活動等を行っている場合は、その取組を承認し、部活動の加入に

ついても配慮する。

（２）各部の運営にあたっては、指導方針、活動計画、会計処理などを明確にし、保護者との

連携を図る。

（３）活動計画の作成にあたっては、生徒が学業を中心に充実・安定した学校生活や家庭生

活を送ることができるよう配慮すること。

（４）生徒が自主的・主体的な活動ができるよう、部顧問は指導・助言を行うこと。

（５）部顧問は、生徒の健康・安全に十分注意を払い、活動する生徒自身が危険を予測し、

回避し、また対応できるよう安全教育に取り組むこと。

３ 運営

（１）入・退部および休部等に関する手続きについて

手続きについては、部顧問と面談のうえ、別途定める指定様式により適切に行うこと。

（２）休養日について

休養日は以下のとおりとする。

・一週間あたり平日に１日、休日に１日、計２日間の休日を設定することを原則とする。

・平 日 … 原則として水曜日を共通の休日とするが、屋外で行う部活動について

は、天候により実施日の確保が困難になるため、天候により月曜日に変

更することを認める。

・土日祝日 … 以下の考え方とする。

① 土曜日（半日）＋日曜日（半日）

② 土曜日（終日）＋日曜日（休日） いずれかの形式とする。

③ 土曜日（休日）＋日曜日（終日）

④ 祝日等は、半日を原則とする。

・活動場所等の要因により、この規定外での活動を希望する部については、別途、生徒

指導部及び管理職と協議し、例外的な部活動の実施について部顧問会で審議するこ

ととする。

・長期休業中および考査前の活動については別途定める。
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（３）活動時間について

活動時間は以下のとおりとする。

□春季・夏季（４月はじめ～１０月末）

◆平 日 … １６：００～１９：００ ※ １９：３０完全下校

◆土日祝日 … 前半日／ ８：３０～１２：３０

後半日／１３：００～１７：００ ※ １７：３０完全下校

□秋季・冬季（１１月はじめ～３月末）

◆平 日 … １６：００～１８：３０ ※ １９：００完全下校

◆土日祝日 … 前半日／ ８：３０～１２：３０

後半日／１３：００～１７：００ ※ １７：３０完全下校

（４）活動計画書について

・部顧問と主将は、３か月単位の活動計画を作成し、生徒指導部を通じて校長に提出す

ること。（４、５、６月分は４月中旬までに提出。７、８、９月分は６月中旬までに提出。１０、

１１、１２月分は９月中旬までに提出。１、２、３月分は１２月中旬までに提出。）

・部活動の休日設定については、上記（２）のルールに則ることとするが、大会前３週間以

内について休日の休養日設定を変更しての活動を希望する場合は、別途、特例活動

許可願（様式１）により申請し、部顧問会の審議を経て承認されることが必要。

（５）安全確保計画書について

・部顧問と主将は、部活動を行う上で考えられる事故等を広く想定し、その事故等を未然

に防ぐための部内ルールや警告表示等を作成し、安全確保計画書（様式２）にそれ

らを記入して教頭へ提出すること。

（６）活動日誌の記入および定期的な提出について

・日々の活動について、主将は活動の記録を記入し、部顧問の検印を受けること。また、

毎月末日には、主将が生徒指導部へ日誌を提出し、検査を受けること。

・活動状況が著しく乱れていると判断した場合は、生徒指導部が当該部に対して部活動

の停止を命ずることがある。

・日誌提出により確認した活動状況については、次年度の部費算定の資料とする。

・部員個人の参加率が７０％を下回った場合には、自主的な活動を果たしたとは認めら

れないため、年間の個人活動記録等に部活動の取組は記載されない。

（７）定期考査前の部活動停止期間について

・考査の一週間前から停止とする。

・大会前２週間の場合は、部活動延長願（様式３）により申請し、認められれば一日あた

り１時間程度の活動を認める。

（８）部活動の制限（停止等）について

・部活動の主旨に基づき、学習成績が低く学業が成立していない者（最新の考査で欠点

が２科目以上ある者）については、次の考査で欠点が解消されたことが確認されるまで

部活動を停止する。

・性行不良等により特別指導を受けた者は、１回目については指導終了までの間は部活
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動停止とし、２回目以降は指導終了後１か月間は部活動および対外試合等への参加を

停止する。

（９）校外活動・大会参加運営

・高体連および高文連主催大会を除き、他の大会への参加または、対外練習試合等は、

生徒・保護者の負担等を考慮しながら、日頃の活動成果が十分に発揮されるよう、目的

等を明確にし、生徒・保護者に理解を得た上で計画し、実行すること。

（10）活動費について

・生徒会の部費等についての規定により、各部に活動費が支給される。

・各部において別途部費等を徴収する場合は、徴収の目的を明確にし、生徒・保護者に

過度の負担とならないよう留意すること。また、保護者会を開催し、予算および決算を報

告すること。なお会計については、部顧問が行うのではなく、保護者会を開催して、保

護者間で決定した代表または会計担当者に依頼すること。

（11）その他

・緊急時の対応については、危機管理マニュアルに従い、迅速に対応すること。

・特に休日の活動は、部顧問の指導監督のもとで行うこと。

４ 指導上の留意点

（１）保護者・生徒と部顧問および指導者が、報告、連絡、相談を十分に行い、のぞましい信

頼関係の構築に努めながら部を運営すること。

（２）本校生として、６つの行動目標【時間、挨拶、清掃、整容、礼節、言葉遣い】を達成できる

よう指導を徹底すること。

（３）部員の状況の掌握に努めること。（授業の受講態度や学習成績、生徒間の人間関係の

トラブルなど）

（４）用具の管理をすること。施設・用具の安全点検、道具類の使用後の後片付け、コート整

備等について指導し、使用者としての責任を持たせること。

（５）部室を管理すること。適切な施錠や使用状況の把握と清掃、盗難防止等に留意する。

（６）外部人材の活用については、部活動運営方針や各部の指導方針に基づき、管理職と

も十分に協議したうえで外部指導者登録等を進めること。

５ 各部で共通に作成・提出するもの

（１）活動計画

（２）活動日誌

（３）部員名簿

（４）緊急連絡先


